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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第121期

第３四半期
連結累計期間

第122期
第３四半期
連結累計期間

第121期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 138,147 144,973 200,173

経常利益 (百万円) 626 2,621 5,586

四半期(当期)純利益 (百万円) 97 1,343 3,083

四半期包括利益又は

包括利益
(百万円) 1,287 5,413 3,661

純資産額 (百万円) 64,383 68,126 64,184

総資産額 (百万円) 328,055 361,159 334,209

１株当たり

四半期(当期)純利益金額
(円) 0.26 3.62 8.31

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益金額
(円) － － －

自己資本比率 (％) 19.1 18.1 18.7

 

回次
第121期

第３四半期
連結会計期間

第122期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

１株当たり四半期

純損失金額(△)
(円) △1.37 △1.88

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はない。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、ガス販売量の増加や原料費調整制度に基づくガス料金単価の上方

調整の影響等によりガス売上が増加したことによって、144,973百万円（前年同期比6,826百万円 4.9％増）と

なった。

一方、営業費用は、為替が円安で推移したこと等による都市ガス原材料費の増加等によって、売上原価が増加

したことから、142,179百万円（前年同期比4,641百万円 3.4％増）となった。

この結果、営業利益は2,793百万円（前年同期比2,184百万円 358.6％増）、経常利益は2,621百万円（前年同期

比1,995百万円 318.7％増）、四半期純利益は1,343百万円（前年同期比1,246百万円増）となった。

 

セグメントの業績は、次のとおりである。

なお、下記のセグメント別売上高及びセグメント損益には、セグメント間の内部取引に係る金額を含んでい

る。

① ガス

当第３四半期連結累計期間の都市ガス販売については、家庭用ガス販売量が、前年より気温が低めに推移し

たこと等から、前年同期に比べ1.8％増加し、業務用ガス販売量も、大口需要の新規獲得等の影響によって、前

年同期に比べ1.7％増加した。卸供給ガス販売量においては、卸供給先の需要減によって、前年同期に比べ

0.5％減少した。その結果、都市ガス販売量は、前年同期に比べ1.6％増加の631,483千㎥となった。

以上のような都市ガス販売量の結果と原料費調整制度に基づくガス料金単価の上方調整の影響等によって売

上高は104,922百万円（前年同期比5,844百万円 5.9％増）となり、セグメント利益は1,064百万円（前期はセグ

メント損失1,008百万円）となった。

② ＬＰＧ

販売量の増加等により、売上高は16,596百万円（前年同期比799百万円 5.1％増）となったものの、ＬＰＧ仕

入価格の上昇等により、セグメント損益は150百万円の損失（前期はセグメント損失247百万円）となった。

③ 不動産

売上高は6,517百万円（前年同期比86百万円 1.3％減）、セグメント利益は1,728百万円（前年同期比21百万

円 1.2％増）となった。

④ その他

売上高は28,213百万円（前年同期比119百万円 0.4％増）、セグメント利益は671百万円（前年同期比84百万

円 11.1％減）となった。

 

（注）本報告書では、ガス量はすべて45MJ(メガジュール)/㎥で表記している。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

 

(3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発費の総額は282百万円である。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。

 

(4) 主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、連結子会社であるひびきエル・エヌ・ジー(株)が平成22年11月から建設

を進めていた「ひびきＬＮＧ基地」の運用を開始している。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 800,000,000

計 800,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
 現在発行数（株）

（平成26年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 371,875,676 371,875,676

東京証券取引所

（市場第一部）

福岡証券取引所

単元株式数

1,000株

計 371,875,676 371,875,676 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はない。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はない。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はない。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成26年10月１日～

平成26年12月31日
― 371,875,676 ― 20,629 ― 5,695

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。

 

EDINET提出書類

西部瓦斯株式会社(E04523)

四半期報告書

 4/17



（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成26年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてい

る。

 

①【発行済株式】

平成26年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）

(自己保有株式）

普通株式    700,000

(相互保有株式）

普通株式      1,000

― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 370,232,000 370,232 ―

単元未満株式 普通株式    942,676 ― ―

発行済株式総数 371,875,676 ― ―

総株主の議決権 ― 370,232 ―

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式365株及び当社所有の自己株式873株が含まれ

ている。

 

②【自己株式等】

平成26年12月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合
（％）

（自己保有株式）

西部瓦斯株式会社

福岡市博多区

千代一丁目17－1
699,000 ― 699,000 0.18

（相互保有株式）

株式会社インターライフ

熊本市中央区

萩原町12－16
1,000 ― 1,000 0.00

計 ― 700,000 ― 700,000 0.18

（注）上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株ある。

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（自己保有株式）」の中に含まれている。

当第３四半期会計期間末日現在の自己名義所有株式数は、713,817株である。

 

２【役員の状況】

該当事項はない。

 

EDINET提出書類

西部瓦斯株式会社(E04523)

四半期報告書

 5/17



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）及び「ガス事業会計規則」（昭和29年通商産業省令第15号）に基づいて作成している。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平

成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

固定資産   

有形固定資産   

製造設備 22,991 80,424

供給設備 56,453 64,913

業務設備 12,338 15,953

その他の設備 76,214 83,779

建設仮勘定 66,986 4,392

有形固定資産合計 234,986 249,463

無形固定資産   

のれん 1,026 840

その他無形固定資産 4,770 3,819

無形固定資産合計 5,796 4,660

投資その他の資産   

投資有価証券 29,388 34,147

長期貸付金 1,172 560

繰延税金資産 3,928 2,445

その他投資 4,057 7,062

貸倒引当金 △606 △435

投資その他の資産合計 37,940 43,781

固定資産合計 278,723 297,904

流動資産   

現金及び預金 10,577 9,208

受取手形及び売掛金 21,332 21,188

有価証券 221 300

商品及び製品 3,153 3,280

仕掛品 3,738 4,816

原材料及び貯蔵品 5,740 12,759

繰延税金資産 1,515 1,518

その他流動資産 9,425 10,418

貸倒引当金 △218 △234

流動資産合計 55,486 63,254

資産合計 334,209 361,159
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

固定負債   

社債 40,000 40,000

長期借入金 137,391 144,898

繰延税金負債 51 242

退職給付に係る負債 7,270 7,049

ガスホルダー修繕引当金 608 581

資産除去債務 32 320

その他固定負債 7,793 8,212

固定負債合計 193,146 201,304

流動負債   

1年以内に期限到来の固定負債 19,970 24,837

支払手形及び買掛金 14,946 10,964

短期借入金 23,344 43,385

未払法人税等 2,799 1,074

役員賞与引当金 46 13

資産除去債務 － 32

その他流動負債 15,772 11,421

流動負債合計 76,879 91,728

負債合計 270,025 293,032

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,629 20,629

資本剰余金 5,804 5,804

利益剰余金 33,963 32,927

自己株式 △160 △166

株主資本合計 60,236 59,195

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,252 7,920

退職給付に係る調整累計額 △2,055 △1,643

その他の包括利益累計額合計 2,197 6,276

少数株主持分 1,750 2,655

純資産合計 64,184 68,126

負債純資産合計 334,209 361,159
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年12月31日)

売上高 138,147 144,973

売上原価 88,251 94,578

売上総利益 49,896 50,394

供給販売費及び一般管理費 49,286 47,600

営業利益 609 2,793

営業外収益   

受取利息 59 17

受取配当金 476 513

負ののれん償却額 46 －

持分法による投資利益 － 10

雑賃貸料 413 379

雑収入 828 569

営業外収益合計 1,823 1,490

営業外費用   

支払利息 1,283 1,354

持分法による投資損失 13 －

社債発行費償却 49 －

雑支出 459 308

営業外費用合計 1,806 1,662

経常利益 626 2,621

特別利益   

固定資産売却益 911 －

特別利益合計 911 －

特別損失   

固定資産売却損 584 －

特別損失合計 584 －

税金等調整前四半期純利益 953 2,621

法人税等 922 1,292

少数株主損益調整前四半期純利益 31 1,329

少数株主損失（△） △66 △14

四半期純利益 97 1,343
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 31 1,329

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,245 3,658

退職給付に係る調整額 － 411

持分法適用会社に対する持分相当額 11 13

その他の包括利益合計 1,256 4,084

四半期包括利益 1,287 5,413

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,359 5,422

少数株主に係る四半期包括利益 △72 △9
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平

均残存勤務期間に対応する割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の

加重平均割引率を使用する方法へ変更している。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減している。

この変更による、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債及び利益剰余金に与える影響額並び

に、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響額は軽微であ

る。

 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

有形固定資産の減価償却方法については、従来、当社及び連結子会社では主に定率法を採用していたが、第１

四半期連結会計期間より定額法に変更している。

これは、第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度において、ガス事業の主要設備となる「ひびきＬＮＧ基

地」が稼働することから、有形固定資産の今後の使用実態を適切に反映するためにより望ましい方法であると判

断し、グループ内の会計処理の統一を図ることとしたものである。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益はそれぞれ2,006百万円増加している。
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（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

債務保証

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対する債務保証は、次のとおりである。

  
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

 エスジーグリーンハウス㈱ 500百万円 473百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）及び当第３四半期連結累計期

間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

当社グループの売上高は、ガス事業のウエイトが高いため、冬期を中心とした期間に多く計上されるとい

う季節的変動がある。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであ

る。

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

 減価償却費 11,765百万円 10,785百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

   配当金支払額

 決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

 
平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,113 3.00 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金

 
平成25年10月29日

取締役会
普通株式 1,113 3.00 平成25年９月30日 平成25年11月29日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

   配当金支払額

 決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

 
平成26年６月26日

定時株主総会
普通株式 1,113 3.00 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金

 
平成26年10月29日

取締役会
普通株式 1,113 3.00 平成26年９月30日 平成26年12月１日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

 ガス ＬＰＧ 不動産 計

売上高         

外部顧客への売上高 97,673 13,300 3,857 114,831 23,316 138,147 － 138,147

セグメント間の内部
売上高又は振替高 1,404 2,497 2,746 6,648 4,778 11,426 △11,426 －

計 99,078 15,797 6,603 121,479 28,094 149,574 △11,426 138,147

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
△1,008 △247 1,707 450 755 1,205 △596 609

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報処理事業、飲食店事

業、熱供給事業等を含んでいる。

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△596百万円には、セグメント間取引消去又は振替高149

百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△745百万円が含まれている。全社費用は、

報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産にかかる重要な減損損失）

該当事項はない。

 

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はない。

 

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はない。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

 ガス ＬＰＧ 不動産 計

売上高         

外部顧客への売上高 103,564 13,853 3,813 121,231 23,741 144,973 － 144,973

セグメント間の内部
売上高又は振替高 1,357 2,742 2,703 6,803 4,471 11,275 △11,275 －

計 104,922 16,596 6,517 128,035 28,213 156,248 △11,275 144,973

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
1,064 △150 1,728 2,642 671 3,314 △520 2,793

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品販売事業、情報処理

事業、飲食店事業、熱供給事業、太陽光発電事業等を含んでいる。

２．セグメント利益又はセグメント損失の調整額△520百万円には、セグメント間取引消去又は振替高263

百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△783百万円が含まれている。全社費用は、

報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

３．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産にかかる重要な減損損失）

該当事項はない。

 

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はない。

 

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はない。

 

３.報告セグメントの変更等に関する事項

（退職給付に関する会計基準等の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24

年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用

指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務

費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更す

るとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に対応する割引率から、退職給付の支払見

込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更している。

この変更による、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響額は軽微である。

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

有形固定資産の減価償却方法については、従来、当社及び連結子会社では主に定率法を採用していた

が、第１四半期連結会計期間より定額法に変更している。

これは、第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度において、ガス事業の主要設備となる「ひびき

ＬＮＧ基地」が稼働することから、有形固定資産の今後の使用実態を適切に反映するためにより望まし

い方法であると判断し、グループ内の会計処理の統一を図ることとしたものである。

この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益が、

ガスセグメントで1,914百万円、ＬＰＧセグメントで35百万円、不動産セグメントで14百万円、その他

のセグメントで41百万円増加している。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

 １株当たり四半期純利益金額 26銭 3円62銭

 （算定上の基礎）   

 四半期純利益金額（百万円） 97 1,343

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

 普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 97 1,343

 普通株式の期中平均株式数（千株） 371,217 371,175

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

 

（重要な後発事象）

該当事項はない。

 

２【その他】

平成26年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議した。

１．配当金の総額                           1,113百万円

２．１株当たりの金額                       ３円

３．支払請求の効力発生日及び支払開始日     平成26年12月１日

（注）平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行う。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

  平成27年２月12日

西部瓦斯株式会社   

 取締役会 御中   

 

  有限責任監査法人 ト ー マ ツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 本 野 正 紀   ㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 松 嶋     敦   ㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 上 田 知 範   ㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている西部瓦斯株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、西部瓦斯株式会社及び連結子会社の平成26年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

強調事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載されているとおり、有形固定資産の減価償却方法

については、従来、会社及び連結子会社では主に定率法を採用していたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更し

ている。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 
 
（注） １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
 

EDINET提出書類

西部瓦斯株式会社(E04523)

四半期報告書

17/17


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第３四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

